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第１章 空家等対策計画の趣旨                   

１. 計画策定の背景と目的 

   近年、地域における人口の減少や既存の住宅・建築物の老朽化等に伴い、全国で使

用されていない空家等が年々増加しています。 

   こうした空家等の中には、適切な管理が行われていないものもあり、適切な管理が

行われないまま放置されている状態の空家等は、防災・防犯・安全・環境・景観の阻

害等多岐にわたる問題を生じさせ、ひいては地域住民の生活環境に悪影響を及ぼして

いるものもあることから、地域住民の生命、身体及び財産を保護するとともに、その

生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を推進することが求められています。 

   国は、この空家等問題の解決策として平成２７年５月に「空家等対策の推進に関す

る特別措置法」（以下「法」という。）を全面施行し、空家等への対策を総合的に推進

していくこととしています。 

   本町においても、令和元年１０月に「千代田町空家等対策に関する条例」（以下「条

例」という。）及び「千代田町空家等対策に関する条例施行規則」を制定いたしまし

た。 

これらの経緯を踏まえ、本町における空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実

施し、安全・安心のまちづくりを推進するため、令和２年３月に「千代田町空家等対

策計画」（以下「第１期計画」という。）を策定し、空家等の対策に取り組んできたと

ころであります。 

そしてこの度、令和７年度末をもって第１期計画の計画期間が終了するため、第１

期計画の見直しを行い、「第２期千代田町空家等対策計画（以下「本計画」という。）」

の策定を行いました。 

本計画は第１期計画よりも効果的な空家等対策になることを目的としています。本

計画策定にあたっては、本町における空家等の現状を再度調査し、把握した現状から

対策を立てることで、より効果的に管理不全な空家等を減らしていくとともに、空家

等の適切な管理の重要性のさらなる周知と住民に対する支援を行っていきます。 
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２. 計画の位置づけ 

   本計画は、法第７条第１項及び条例第７条第１項に規定する「空家等対策計画」で

あり、空家等対策を効果的かつ効率的に推進するために、国が定めた基本方針に即

し、かつ本町の事情に合わせた計画として策定するものです。 

   なお、本計画の策定にあたっては、千代田町第六次総合計画、千代田町都市計画マ

スタープラン等の関連する各種計画との連携・整合を図ります。 

 

 

 

３. 計画の期間 

   本計画の計画期間は令和８年度から令和１２年度までの５年間とします。 

   なお、社会・経済情勢等の変化を踏まえ、必要に応じて見直しを行うものとしま

す。 
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第２章 空家等の現状と課題                    

１. 全国の空家等の現状 

   全国における空家数は、平成１０年の５７６万戸から増加し続けており、令和５年

には９００万戸と２５年で約１．５６倍に増加しています。 

   また、総住宅数に対する空家が占める割合である空家率については令和５年におい

て、１３．８％となっております。 

  資料：総務省統計局「令和５年住宅・土地統計調査」より 

 

２. 群馬県の空家等の現状 

   群馬県における空家の状況は、おおむね国と同様の傾向となっておりますが、令和

５年の総住宅数は９６７，４００戸、空家率は１６．７％となっており、全国平均と

比べて、２．９ポイント高い水準となっております。 

 

資料：総務省統計局「令和５年住宅・土地統計調査」より 
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３. 千代田町の空家等の現状 

   本町における空家等の現状を把握するため、令和６年度において実態調査を行いま

した。実態調査の結果は次のとおりです。 

 

（１） 調査区域     千代田町内全域 

 

（２） 調査期間     令和６年６月７日～令和７年３月１７日 

 

（３） 調査対象件数   ２５４件（給水状況等により対象件数を抽出） 

 

（４） 現地調査結果 

大 字 
空家候補件数 

（戸） 

割 合 

（％） 

赤  岩 ４３ ２６．９ 

赤 岩 西 ３ １．９ 

瀬 戸 井 ５ ３．１ 

上 五 箇 ７ ４．４ 

上 中 森 ６ ３．７ 

下 中 森 １１ ６．９ 

萱  野 ３ １．９ 

木  崎 ４ ２．５ 

鍋  谷 ８ ５．０ 

福  島 １５ ９．４ 

舞  木 ３２ ２０．０ 

舞 木 東 ２ １．２ 

新 福 寺 ２１ １３．１ 

昭  和 ０ ０ 

合 計 １６０ １００．０ 

 

（５） 空家等所有者意向調査 

   現地調査において空家候補建物と判定された１６０件について、登記情報等を

用いて所有者等の特定を行い、１１７件を所有者意向調査の対象としてアンケー

ト調査を実施し、５１件（回収率４３．６％）の回答を得ました。 

   各設問に対する回答内容は、次のとおりです。 
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① 建物の利用頻度 

     空家候補建物の利用頻度については、「利用していない」が６３％となっていま

す。 

 

 

② 利用していない場合の期間 

     「①建物の利用頻度」において、「利用していない」と回答した方へその期間を

アンケートした結果、「１０年以上」がもっとも多く、次に「５年～１０年未満」

となっています。 
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③ 現在の状況に至った経緯（複数回答可） 

     建物を利用しなくなった経緯については、「相続」がもっとも多くなっていま

す。 

 
 

④ 建物を利用しないままとなっている理由（複数選択可） 

     建物について困っていることについては、「解体またはリフォームしたいが、費

用がないため」がもっとも多く、次に「取り壊すと固定資産税が上がるため」と

いう回答が多くありました。 

 

 

 

（件） 
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⑤ 建物の維持管理 

     建物の管理の頻度については、「月に 1 回以上」が４６％ともっとも多い一方で

「維持管理はしていない」が１２％を占めています。 

 

 

⑥ 建物の今後について 

     建物の今後については、「売却したい」が３６％ともっとも多く、次に「建物を

取り壊して更地として売却したい」という回答が１９％という結果となりまし

た。 
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⑦ 町であったら良いと思う制度（複数選択可） 

     今後、町に期待する支援策としては、「解体に対する助成金」がもっとも多く、

次に「家財道具の撤去に対する助成金」や「相談窓口の設置」が多い結果となり

ました。 

 

 

⑧ 空家バンク制度の活用（複数選択可） 

     空家バンクへの登録については、「今後登録したい」と回答した方が半数を超え

ていた結果となりました。 
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４. 千代田町における空家等の課題 

  空家等の現状や実態調査、意向調査の結果を踏まえ、本町において空家等の対策を

実施するにあたり、次の課題が考えられます。 

 

（１） 空家等の増加の防止 

     全国及び群馬県における空家率の推移から、今後ますます空家等が増加するこ

とが想定され、本町においても同様の状況が見込まれます。 

     空家等の状況となる要因は、アンケート調査より相続がもっとも多いことか

ら、空家等になる前の段階から空家等を発生させない取組の必要があります。 

 

（２） 空家等の適正管理 

アンケート調査によると、建物の管理の頻度について、ほとんど管理をしてい

ない空家等が１割強となっています。 

     管理のされていない空家等は、安全性の低下、公衆衛生の悪化、防犯上の問

題、景観の阻害など周辺環境へさまざまな悪影響を及ぼすことから、空家等の適

正管理について周知啓発の必要があります。また、管理不全の空家等について

は、法やその他関連法令等に基づき、適切な措置を行う体制づくりの必要もあり

ます。 

 

（３） 空家等の利活用 

     アンケート調査によると約９割が、今後の利活用の意向があることが分かりま

した。また、利活用の方法として空家バンクの活用についても、５割以上が活用

の意向があります。 

このような意向を鑑み、空家バンクへのさらなる登録促進や利活用のための支

援策について検討する必要があります。 
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第３章 空家等対策における基本的な方針              

１. 対策に関する基本的な方針 

本町における空家等の対策にあたっては、法第５条及び条例第５条に規定のとお

り、空家等はその所有者等が自らの責任により適切に管理することを原則といたしま

すが、前章において明らかとなった課題を踏まえ、安全で安心して暮らすことのでき

る生活環境を確保するため、次の４つを基本方針とし施策を展開します。 

 

   基本方針１ 空家等の発生の抑制と適正管理の促進 

    所有者等に対し、空家等の問題に関するさまざまな情報提供を行い、空家等の

発生を抑制するとともに、空家等の適切管理の促進に努めます。 

   基本方針２ 空家等の利活用の促進 

    賃貸や売却などの市場流通、地域資源としての利活用を促進します。 

   基本方針３ 管理不全な空家等の解消の促進 

    適切な管理が行われていないことにより、周辺の生活環境を脅かす空家等につ

いて、状況に応じて助言、指導、勧告等の必要な措置を講じます。 

   基本方針４ 支援制度による空家等対策の促進 

    新たな支援策を講じていくことにより、空家状態の早期解決を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針２

空家等の利活用

基本方針３

管理不全な空家
等の解消

基本方針４

支援制度による
空家等対策

基本方針１

空家等の発生の
抑制と適正管理

促 進
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２. 対象地区 

空家等は町内全域で発生する可能性があるため、本計画の対象地区は町内全域とし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３. 対象とする空家等の種類 

  本計画で対象とする空家等の種類は、法第２条第１項に規定された「空家等」、法第

２条第２項に規定された「特定空家等」及び法第１３条第１項に規定された「管理不

全空家等」とし、活用促進の観点からその跡地（空地）についても対象とします。 

 

 「空家等」（法第２条第１項） 

    
適切な管理が行われていない空家等 

「特定空家等」 

（法第２条第２項） 

「管理不全空家等」 

（法第１３条第１項） 

 



12 
 
 

第４章 基本的な方針に基づく取組                 

１. 空家等発生の抑制と適正管理の促進 

（１） 空家等の問題に対する意識啓発 

   空家等発生の抑制には、相続や転勤等により、すべての人が空家等の所有者等

となりうる可能性があることの認識を持ってもらうことが必要となります。ま

た、空家等の適切な管理の必要性等について、広報ちよだ、町ホームページ等さ

まざまな媒体や機会を利用し、広く情報提供や啓発を行い空家等の問題に関する

意識啓発を促進します。 

 

（２） 住宅の良質化や安全性の向上 

   リフォーム工事や耐震診断、耐震改修工事等に要する費用への補助を実施する

ことで、既存住宅における住環境の向上を図り、次世代に引き継ぐことができる

良質な住宅の整備を促進し、空家等の発生の抑制に繋げます。 

 

（３） 空家等情報のデータベースの整備 

     空家等実態調査により取得した情報をもとにデータベースの整備及び更新を行

い、関係各課間で情報共有することで空家等の対策を円滑に実施できるよう推進

します。 

 

２. 空家等の利活用の促進 

（１） 空家バンクの活用 

   空家等を売りたい（貸したい）所有者等と空家等の利用希望者を結びつける手

段として空家バンクの活用を推進します。また、空家バンクの利用希望者を増や

すための周知や施策に努めます。 

 

（２） 地域資源としての空家等の利活用の検討 

   空家等や除却後の跡地をまちづくりや地域交流、地域活性化を進める上での地

域資源として、活用方法に関する検討を行います。 

 

（３）相続登記の円滑化 

    空家所有者の死亡に伴い、相続人を新所有者とする相続登記が円滑に行われる

よう、相続登記に係る住民向け相談会や相続登記にかかる費用への補助を実施し

ます。 
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（４）空家購入の推進 

移住定住のため中古住宅を購入した際にかかった費用の一部を補助します。 

 

（５）空家・空店舗を活用した店舗型創業への支援 

空家・空店舗を活用し、町内での店舗型創業を目指す方へ建物の改修費等の一

部を補助します。 

 

３. 管理不全な空家等の解消の促進 

（１） 所有者等の自発的な対応の促進 

   管理不全な空家等が発生する要因として、所有者等が所有している空家等に対

する危険度や周囲に及ぼしている悪影響等の現状を正確に把握していないことや

管理方法等に関する情報が不足していることなどが考えられます。こうしたこと

から、所有者等へ固定資産税納税通知書等に同封し送付するなどして、空家等の

現状を具体的にお知らせするとともに、それらの問題を解決する方法についての

情報提供を行っていく支援を促進することで管理不全の空家等の解消を図ってい

きます。 

 

（２） 特定空家等及び管理不全空家等に対する措置の実施 

  特定空家等及び管理不全空家等に該当するおそれのある空家等に対し、町で

は、国の定めた「特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要

な方針（ガイドライン）」の基準を基に独自の判断基準を定め判定を行い、千代田

町空家等庁内調整会議にて協議の後、千代田町空家等対策協議会（以下、「協議

会」という。）に意見を求め、町長が特定空家等及び管理不全空家等へ認定を行い

ます。 

特定空家等及び管理不全空家等に認定された場合は、法に基づき、所有者等が

必要な措置をとるよう段階的に対応（助言・指導→勧告→命令（特定空家等の

み））することが規定されています。また、特定空家等については所有者等が命令

に従わなかった場合や所有者等が確知できなかったときは、代執行による対応も

規定されております。これらの対応は強制力が伴うものであることから協議会に

意見を求め、実施の判断を行います。 
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４. 支援制度による空家等対策の促進 

（１） 空家除却（解体）費用に対する補助 

   老朽化の進む空家を減らしていく手立てとして、その解体費用の一部を補助

し、空家の除却を促進します。 

 

（２） 解体に関する概算費用算出支援 

   空家所有者等へ解体までの円滑な提案ができよう、町ホームページ上に解体費

用のシミュレーションができる機能を実装します。 

 

（３） 固定資産税等の減免措置 

    空家の除却に係る土地の固定資産税等について一定期間減免措置を講じ、空家

の除却を促進します。 

 

（４） 空家の所有者等からの相談対応 

    現在空家を所有する方やその関係者、将来空家になる可能性のある家を所有す

る方やその関係者の方からの相談に対し、窓口での受付に加え、空家相談のため

の相談会の開催に努めます。 
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■管理不全空家等・特定空家等への措置のフロー 
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第５章 空家等対策の実施体制                   

１.庁内連携体制の整備 

   空家等に関する対策は、内容が多岐にわたるため、庁内関係各課が連携し、情報

共有を図りながら横断的に取り組む必要があることから、庁内体制の調整を図るこ

とを目的として「千代田町空家等対策庁内調整会議」を設置し、空家等に関する施

策を総合的かつ計画的に実施することについて調整・協議を行います。 

   会議を構成する所属は、総務課、税務会計課、住民生活課、保健福祉課、産業振

興課、建設下水道課、都市整備課です。 

 

２.協議会の設置 

   空家等対策における計画の作成、変更や特定空家等及び管理不全空家等に該当す

るか否かの判断及び措置の方針の審議等を行うため、法第８条第１項及び条例第８

条第１項に規定する「千代田町空家等対策協議会」を設置します。 

   協議会においては、空家等対策の推進を客観的かつ専門的立場から行うため、地

域の関係団体、専門家等で構成いたします。 

  

３.関係団体等との連携 

   空家等に関する問題は、幅広く専門的な分野にまで関わることから、地域や消

防、警察等の関係機関及び専門家と連携し、協力体制の構築を図ります。 
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